
◎基本政策

●手段（当初事業計画）●

［ ]

【小学校の改築にあわせた育成室整備】

明化小学校（令和８年）・柳町小学校（令和９年）

【公有地を活用した育成室整備】

◎旧元町小学校跡地に新規開設（令和７年４月）

【民有地を活用した育成室整備】

●民間賃貸物件を活用した施設整備(小規模賃貸物件を含む)

 ‣ 民間事業者への運営費の補助

   （時間延長や一時受入れ等の保育ニーズに対応）

●運営費の補助拡充（賃料等）

●活動場所の更なる確保及び実施時間の順次拡大

 ‣ 相談機能の充実

●ランドセル来館事業

●地区のマネジメント強化

●民営育成室の保育の質の向上

23 放課後児童健全育成事業

1,068,356

児童青少年課

（育成室の整備）

（都型学童クラブの誘致）

（放課後全児童向け事業）

（児童館機能の拡充）

（保育等の質の向上）

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 令和6年度

事業費
（千円）令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

１　子どもたちに輝く未来をつなぐ

主要課題 No. 4
就学児童の多様な放課後の居場所
づくり

待機児童の状況により、必要な地域での開設を検討


